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2011年3月16日の総務会で採択された決議612号により、総務会は、銀行の投票権が2015年か

ら5年ごとに見直されることを決議した。これにより、次回の投票権の定期的な見直しは2020年に開始さ

れる。 

 

2015年の投票権見直しに関連し、理事会は、本決議のパラグラフ2に規定する銀行の授権資本

の増加及び選択的な株式の配分は望ましいとの結論に達し、2018年6月14日に承認した報告書におい

て、総務会に対し、上述の資本の増加に係る提案を提出した。 

 

こうした加盟国の応募額の特別な増加の目的を達成するため、理事会は、全ての加盟国がこ

の決議のもとで授権資本の増額に比例した割合で応募する銀行協定（以下、「協定」と呼ぶ。) 第2条第

3項(c) に基づく権利を放棄することが必要であることに留意した。 

 

以上を踏まえ、総務会は、ここに次のとおり決議する。 

 

1. 銀行の授権資本は、245,773株増加される。1株は、1944年7月1日現在の量目と純分における合衆

国ドルを単位として100,000合衆国ドルの額面価額を有するが、これは、理事会の解釈により、

120,635合衆国ドルと等価となる。 

 

2. 銀行の各加盟国は、下記パラグラフ3において設定される条件の下、次の表において自国名の横に

記載されている総株式数まで応募することが認められる。 

 



-2- 

 

 

 



-3- 

 

 

 



-4- 

3. 上記パラグラフ2の下で認められる応募は、以下の条件に基づく。 

 

(a) 1株当たりの応募価格は額面価額とする。 

(b) 各加盟国は、この決議が採択されてから5年が経過する日の前までに、随時、パラグラフ2の表

において自国名の横に記載されている総株式数まで応募することができる。 ただし、加盟国か

らの要請がある場合には、(i) 応募期間の延長に関して総裁が課す条件が満たされることを条

件として、総裁は応募期間をこの決議が採択されてから6年が経過する日まで延長することが

できるほか、 (ii) 応募期間の延長に関して理事会が課す条件が満たされることを条件として、理

事会は応募期間をこの決議が採択されてから7年が経過する日まで延長することができる。  

(c) 株式に応募する加盟国は、協定第2条第7項(i)に基づき、以下を銀行に払い込む。  

(i) 応募された株式の応募価格の0.6%に相当する金または合衆国ドル、及び 

(ii) 応募価格の5.4%に相当する自国通貨又はその他の通貨による金額 

ただし、いずれの場合においても、(A)現金により、又は下記パラグラフ(d)に従って払い込まれ、

且つ (B) 銀行の業務での利用のため、自由交換可能でなければならない。 

(d) 上記パラグラフ3(c)の金額の支払いは、銀行が受け入れ可能で、現金償還を迅速に行える無

利子の約束手形で行うことができる。ただし、手形の表示通貨が合衆国ドル以外で、約束手形

が現金化の日に合衆国ドルでの要支払額の価値を下回った場合、当該加盟国は、銀行が応募

株式の購入価額の全額を受け取るよう、現金償還請求より20日間以内に、追加の支払いを行

うものとする。 

(e) 協定第2条第7項(i)における2%と18%の部分で、上記パラグラフ3(c)の下で払込みを要求されて

いない額については、銀行は、銀行が借り入れた資金又は保証を行った貸付に関する銀行の

債務を履行するために必要となる場合で、かつ銀行の貸付業務あるいは管理費用のために使

われない場合にのみ、払込請求を行うものとする。 

(f) 株式への応募が銀行により受領される前に、加盟国は以下の措置を講じなければならない。 

(i) 当該応募に必要な全ての措置を講じ、銀行の求めに応じ関連情報を銀行に提供すること。 

(ii) 上記パラグラフ3(c)及び(d)に規定される払込みを行っていること。 

(iii) 協定第2条第7項(i)に基づき、株式の応募価額のうち加盟国の自国通貨で支払われる部分

について、銀行が業務において無制限かつ即時に使用できるために必要なすべての措置を

講じていること。 
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(g) 本決議に基づく株式に応募することにより、加盟国は以下を行ったとみなされる。 

(i) 協定第4条第2項(a)及び(b)の下で認められた加盟国の権利、協定第5条第12項の下での手

形その他の債務証書を自国通貨の代替とする権利、及びその他の権利または制限にかか

わらず、払込資本の無制限かつ即座の使用に関して取消不能の同意を行ったこと。 

(ii) 株式応募のうち払込部分は銀行の業務に必要であり、加盟国の通貨は手形その他の債務

によって代用されうるものではないことを確認したこと。 

4. 協定第2条第3項(c)に基づき資本増加分に比例して株式に応募する権利を行使する意図を有してい

るとの通知が、本決議の各国総務への送付の日から21日以内に加盟国からなされない場合には、

当該加盟国は上記の権利を放棄したものとみなされる。 

5. 上記パラグラフ3(d)に従い手形で支払いが行われた株式に基づき付与された全ての権利（投票権を

含む）は、以下の場合において停止される。 

(a) 手形の償還請求から20日以内に現金化が行われない場合、若しくは 

(b)  合衆国ドル以外の通貨建て手形において、現金化した際に株式の購入価額に不足が生

じ、追加の支払いが当該支払い日から20日以内に行われなかった場合。 

上記いずれの場合も、支払いが受領されていない株式及び現金による全額の支払いが銀行に受領

されていない期間のみが対象となる。 

6. 上記パラグラフ3(b)に定められている応募期限後、応募が行われない又は払込みが行われない銀

行の株式（上記パラグラフ5において、払込みが行われなかったことにより投票権が停止された株式

も含む）は、銀行の未配分株式の一部となる。  

7. 本決議は、全ての加盟国が協定第2条第3項(c)に基づき本決議による銀行の授権資本の増加に比

例的に株式に応募できる権利を放棄するまで、発効しない。 

 

                                        （2018年10月1日採択） 


